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「第２次相模原市図書館基本計画（案）」に関する 
パブリックコメント手続の実施結果について 

 
１ 概要 

「第２次相模原市図書館基本計画」は、社会情勢の変化や市民ニーズに的確に対応し、効果的で

計画的な図書館施策や事業展開を図るために策定するものです。 
本計画の策定に当たり、市民の皆様から御意見を募集したところ、１２人の方から６７件の御意

見をいただきました。 
この度、いただいた御意見の内容及び御意見に対する市の考え方をまとめましたので、次のとお

り公表します。 
 
２ 意見募集の概要 
 ・募集期間  令和元年１２月１５日（日）～令和２年１月２１日（火） 
 ・募集方法  直接持参、郵送、ファクス、電子メール 
 ・周知方法  市ホームページ、広報さがみはらへの掲載及び各行政資料コーナー、各まちづくり

センター（城山・橋本・本庁地域・大野南まちづくりセンターを除く）、各出張所、

各公民館（沢井公民館を除く）、各図書館、市立公文書館での配架・配布 
 
３ 結果 
（１）意見の提出方法 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

意見数 １２人（６７件） 

内 

訳 

直接持参 人（ 件） 
郵送 １人（１件） 

ファクス １人（２件） 
電子メール  １０人（６４件） 
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（２）件数と市の考え方の区分 

 
 ※市の考え方の区分 
  ア：計画（案）に意見を反映するもの 
  イ：意見の趣旨を踏まえて取組を推進するもの 
  ウ：今後の参考とするもの 
  エ：その他（今回の意見募集の趣旨・範囲と異なる意見など） 
                                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項 目 件数 
市の考え方の区分※ 

ア イ ウ エ 

① 計画全体に関すること ６ １ １ ４  

② 「第２章 図書館を取り巻く状況」に関すること ３ ３    

③ 「第３章 相模原市図書館の現状」に関すること ２０ ２ ３ １５  

④ 「第４章 基本的な考え方」に関すること ４ １ １ ２  

⑤ 「第５章 施策の方向・主な施策」に関すること ３１ １ １４ １６  

⑥ 「第６章 計画の推進に向けて」に関すること ３  ３   

合 計 ６７ ８ ２２ ３７  
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（３） 意見の内容及び意見に対する市の考え方 

通番 意見の趣旨 市の考え方 区分 

① 計画全体に関すること 
１ 
 
 

この計画が第３次相模原市子ども

読書推進計画と連動すると書いてあ

るが、どのように連動するのかはわ

からない。 

子どもの読書活動の推進に当た

り、図書館が担う役割について、

本計画の「基本目標３ 子どもが

読書を楽しみ「生きる力」を育む

図書館」及び第３次相模原市子ど

も読書推進計画の両計画に記載し

ていることから、「連動」と表現し

ておりましたが、より分かりやす

い表現となるよう、次のとおり修

正いたします。 
 

Ｐ１「２ 計画の位置付け」 
３～５行目 
また、本計画のうち子どもの読書

活動に係る施策については、「第３

次相模原市子ども読書活動推進計

画」にも位置付け、一体的に推進

していきます。 
 
図から「連動」の文言を削除 

ア 

２ 本計画が８年間にわたっている

が、８年というのは長すぎるのでは

ないか。世の中の進展を考えると４

年間位が良い長さのように思える。

計画のための計画になっていないか

再考が必要ではないか。 

 本計画は、相模原市総合計画の

教育に関する部門別計画である第

２次相模原市教育振興計画の施策

分野別計画として位置付けている

ことから、上位計画との整合を図

り計画期間を８年間としておりま

す。 
 また、各年度において成果指標

等を検証し、次年度の取組に生か

すなど、進行管理を行いながら、

計画策定後の社会情勢の変化等

に、適宜、対応を図ってまいりま

す。 

ウ 



4 
 

３ 一時、世間に広がった「カフェ付

きの図書館こそ最先端の図書館！」

というような風潮に左右されず、相

模原市の「知の拠点」である図書館

の姿を追求した、オーソドックス

で、良質な計画案だと思った。 

 誰にでも開かれた知の拠点とし

て役割を果たすため、本計画を着

実に推進し、図書館サービスの向

上に努めてまいります。 
イ 

４ 「厳しい財政状況が引き続き見込

まれる中で図書館サービスを発展さ

せていくため」として、けなげな努

力の数々が示されているが、まず何

より、予算を充分に付けて、この基

本計画を実行できるようにすること

を要望する。（降って沸いたような

スタジアム建設より、こっちが先だ

と思う。） 

本計画を着実に推進できるよ

う、効果的・効率的な図書館運営

に努め、図書館サービスの向上を

図ってまいります。 
ウ 

５ 一般公共建築物長寿命化計画

（案）を見ると、相武台分館は「重

要度Ｃ」に分類されている。政令指

定都市として、図書館が幾つあれば

良いかは、市全体の民度（の育成）

をどう考えるかの反映だと思う。 

市長はシビックプライドを強調す

るが、観光分野に偏っていないか？ 

「知の育成・民度の向上」を目指す

ことも、大事なプライド育成だ。図

書館を大事にして、必要な予算を付

けてほしい。 

 図書館相武台分館につきまして

は、平成２９年３月に策定した

「相模原市公共施設マネジメント

推進プラン」において、「図書館ネ

ットワークの中でサービスの代替

が可能であれば集約化を検討す

る」としており、現在の建物以外

の方法によるサービス提供が可能

な施設として、重要度区分をＣと

しております。 
 いただいた御意見につきまして

は、今後の取組の参考とさせていた

だきます。 

 

ウ 

６  教育政策の「国の動向」に触れて

いるが、教育政策全般での国の政策

への批判的な検討があって然るべき

だと考えます。地方自治として、国

の政策を主体的に取捨選択し、自治

体としての課題・テーマを付け加え

ることが求められるはずです。地方

自治は、三権分立とともに、憲法で

「もう一つの権力分立」としての意

味を持っているからです。特に、社

 図書館の担う役割を踏まえ、本

計画を推進し、図書館サービスの

向上に努めてまいります。いただ

いた御意見につきましては、今後

の取組の参考とさせていただきま

す。 
 

ウ 
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会教育の現状（衰退が心配されてい

る）をしっかりと踏まえるべきで、

その認識と課題提起が欠けているよ

うに思われます。 

② 「第２章 図書館を取り巻く状況」に関すること 
７ 
 

Ｐ４の情報化の急速な進展、読書

環境の変化に関する記述の中で、

「膨大な情報から必要な情報を選択

し」を「膨大な情報から必要かつ根

拠の明確な情報を選択し」と修正す

る。 

御意見の趣旨を踏まえ、次のと

おり追記いたします。 
 

Ｐ４「・情報化の急速な進展、読

書環境の変化」 
５行目 

膨大な情報から必要かつ信頼性

のある情報を選択し 

ア 

８ Ｐ４の情報化の急速な進展、読書

環境の変化に関する記述の中で、

「音声読み上げや文字拡大機能を有

することから、…」の文面には、前

段の「電子書籍元年」との直接の関

連性はないはずですが…、同じセン

テンスとなっています。 
この箇所で表現されたい点は、次

のことではないかと推察し、読み替

えてみます。本文の「機能を有する

ことから、」との記載ではやや語を

補う必要があるように思われますの

で、次のような文面にされることを

提案します。 
「また、電子書籍元年と言われる

平成２２年以降、人々の間で電子書

籍の利用が進んでいます。機種によ

っては、音声読み上げや文字拡大機

能を有するソフトやアプリ、外付け

の支援機器などを利用することによ

り、通常の活字での読書が困難な方

にも、電子化された資料を読むこと

が可能になってきており、読書環境

の整備（読書バリアフリー）にもつ

ながる有用な支援方法・サービスと

もなりうることから、普及が求めら

いただいた御意見の趣旨を踏ま

え、次のとおり原案を修正いたし

ます。 
 

Ｐ４「・情報化の急速な進展、読

書環境の変化」 
７～１０行目 

また、電子書籍元年と言われる

平成２２年以降、電子書籍の利用

が進んでいます。電子書籍は、音

声読み上げや文字拡大機能を有す

るソフトウェア等を利用すること

により、通常の活字での読書が困

難な方への読書支援として有用に

なりうることから、普及が求めら

れています。 

ア 
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れています。」 

９ Ｐ４の注記にある「電子書籍リー

ダー」という呼称の機種やアプリ

は、市民の間ではまだ主流とはなっ

ていないのではないでしょうか。一

部の業者が提供する有料の電子書籍

か、もしくは学術論文などの専門書

の一部で、電子化されたファイルが

Ｗｅｂ上で公開されているものに限

られていると理解しています。「電

子書籍リーダー」と称する商品アプ

リがあるのかもしれませんが、これ

は市民の大半をユーザーとして網羅

した表現とはまだ言えないと考えま

す。 
 また、「電子書籍リーダー」と呼

ばれる機種やアプリの大半は、晴眼

者（目の見える方、健常者のこと）

が主なユーザーであるとの暗黙の前

提に立って作られ流布されたものと

とらえるのが望ましいと思います。

「通常の活字での読書が困難な方」

のうち、視覚障害の方が日常使用し

ている音声読み上げ機能のものは、

ＰＣでは「スクリーンリーダー」と

呼ばれています。スマホ・iPhone等

の端末での音声読み上げ機能も、基

本的にはＰＣを応用して、端末上

（スクリーン）のテキスト文字活字

を音声でガイドするものであり、音

声で読み上げる専用の機種やソフト

を購入したり、アプリを組み込む

（インストールｏｒダウンロードす

る）ことによってはじめて、電子化

された資料が読める状態になりま

す。一方、そのリーディング機能で

通常の文字活字や電子化された資料

が読めるかどうか、使いやすい機種

「電子書籍リーダー」という表

現につきましては、電子書籍の閲

覧を目的とした機器及びソフトウ

ェアを想定し使用しております

が、御意見の趣旨を踏まえ、市民

にとってより分かりやすい表現と

なるように次のとおり原案を修正

いたします。 
なお、利用者のニーズや技術的

な動向も踏まえながら、電子書籍

の導入に向けた研究を進めてまい

ります。 
 

Ｐ４「注記」 
電子書籍…インターネット上に

電子化された出版物のことで、パ

ソコンやスマートフォン、専用の

機器を用いて閲覧することができ

る。 
 

ア 
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（ソフト・アプリ）かどうかが極め

て重要であり、読書バリアフリーの

ニーズを持つ当事者にとって使いや

すい、読みやすい書籍かどうかにか

かっています。読みにくい（文字化

けしたり、バラバラの順番で読み上

げるなど）、画面や端末には文字活

字が表示されていても、画像データ

として認識してしまい、「テキスト

情報がありません」と読み上げるだ

けで、音声が全く読み上げない形式

の電子書籍等も多く流布しているこ

とも知っていただけたらと思いま

す。当事者は、その都度そのファイ

ルにアクセスして、“ちゃんと音声

で読み上げるかどうか”を確かめて

から解読をしているのが現状です。 
 年々、徐々に機種も発展してきて

おり、一昔前からすれば隔世の感が

ありますが、まだまだ多くの市民や

一般の方々が使用している機種類か

らすれば、質の良い文字活字処理や

読書ができる、聞きやすい（解読し

やすい）音声読み上げ機能になって

いるわけではありません。 
 現在、本市では電子書籍の導入検

討について、「相模原市ＩＣＴ総合

戦略（案）」にて、図書館との連携

等による検討がなされているのは大

いに期待をしておりますので、ぜひ

図書館と情報政策課などの各所管課

とがよく連携・協働して、部局横断

はもちろん、電子書籍ユーザーでも

ある図書館利用者や当事者とよりよ

い協議の上で、電子書籍、電子化さ

れた資料の提供サービスの研究に率

先して取り組んでいただきたいと考

えます。微力ながら小生も、協力を

して参りたいと思います。 



8 
 

③ 「第３章 相模原市図書館の現状」に関すること 

１０ 
 
 

各図書館の概要が示されている

が、同規模他市との比較も必要では

なかったか。また、公民館図書室等

が地図に落としてあるが、人口密度

及び生活圏からの評価はないのか。 

他市との比較や、図書館・図書

室の人口密度及び生活圏からの分

析については、大切な視点と捉え

ており、御意見の趣旨を踏まえな

がら、取組の推進に努めてまいり

ます。 

イ 

１１ 
 
 

運営体制について、３館で窓口業

務を委託し、サービスの向上と効率

的な図書館運営に努めているとあり

ますが、果たして期待通りの成果が

上がっているのかどうかが示されて

いません。また、３館とも同じ業者

が受けていますが、そこに問題はな

いのかどうかも示されていません。 

 窓口業務に民間委託を導入した

効果といたしましては、民間のノ

ウハウを生かした接遇や各種事業

の実施など利用者へのきめ細やか

なサービスの提供が挙げられま

す。本計画における進行管理の中

でも導入効果の評価を行いなが

ら、図書館サービスの向上を図っ

てまいりたいと考えております。 
また、受託者の選定について

は、各図書館、３年ごとにプロポ

ーザルを実施し選考を行っている

ところです。 

ウ 

１２ 運営体制について、平成２４年か

ら３館とも窓口業務委託を導入した

が、それについてどれだけサービス

向上したのか、効率的な図書館運営

が出来たのか可視化されていないよ

うに思う。３館とも同じ業者になっ

た今、それぞれの見直しなどはされ

ているのか？そのことも計画の中に

触れてほしい。 

窓口業務に民間委託を導入した

効果といたしましては、民間のノ

ウハウを生かした接遇や各種事業

の実施など利用者へのきめ細やか

なサービスの提供が挙げられま

す。本計画における進行管理の中

でも導入効果の評価を行いなが

ら、図書館サービスの向上を図っ

てまいりたいと考えております。 
また、受託者の選定について

は、各図書館、３年ごとにプロポ

ーザルを実施し選考を行っている

ところです。 

ウ 

１３ 運営体制において、委託について

書かれているが、その評価は無いの

か。窓口を委託先の職員が運営して

いて、本の選書を市職員が適正に行

えると考えているのか。また以下で

各図書館が並列になっていると書い

窓口業務に民間委託を導入した

効果といたしましては、民間のノ

ウハウを生かした接遇や各種事業

の実施など利用者へのきめ細やか

なサービスの提供が挙げられま

す。本計画における進行管理の中

ウ 
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ているのは自己矛盾ではないのか。

中央館機能を持たせるというのであ

れば条例もそのようにすべきではな

いのか。 

でも導入効果の評価を行いなが

ら、図書館サービスの向上を図っ

てまいりたいと考えております。 
また、資料選定を含め図書館職

員に求められる専門的能力を向上

させるため、研修の充実に努めて

まいります。 
なお、今後、中央図書館として

の機能を持った際には、条例の改

正も必要と考えております。  
１４ 運営体制について、窓口業務民間

委託の継続的な検証、直営の再検

討、指定管理者導入には反対しま

す。 

窓口業務に民間委託を導入した

効果について継続的に検証を行い

サービスの向上を図るとともに、

効果的・効率的な図書館運営に努

めてまいります。 

ウ 

１５ 運営体制の中で、市立図書館に市

全体に関わる企画機能の一部を担う

とあります。今後建設予定の市立図

書館は施設の規模、人員の配置等も

含めた今後も中心館的位置づけとな

るのでしょうか？市立図書館が中央

館的位置づけになるにしても、上下

関係でなく、有機的な運営の図書館

網のネットワークを構築していただ

きたいと思います。Ｐ３２の図書館

ネットワーク図を見直しほしい。 

市立図書館につきましては、基

本目標４の「施策の方向① 中央

図書館機能の確立・充実」で考え

方をお示ししているとおり、中央

図書館機能の確立・充実を図って

まいりたいと考えております。 
また、図書館ネットワークで結

ばれた各施設が特色を生かすこと

のできる体制を構築してまいりた

いと考えております。 

ウ 

１６  蔵書の状況について、蔵書の更新

が出来ていないことの不満が市民側

にあるのに資料収蔵能力へと話を変

えている。選書と除籍・廃棄の連

動、資料費の圧倒的な不足問題があ

ることを明確にすべきなのではない

か。 

蔵書につきましては、基本目標

１の「施策の方向① 蔵書の充

実」で考え方をお示ししていると

おり、図書館サービスの根幹とな

るものと捉えておりますので、引

き続き充実に努めてまいります。 
また、資料選定や除籍、資料の

適切な保存機能について検討を進

めてまいります。 

ウ 

１７ 蔵書の状況について、学校図書同

様、蔵書の更新・新規予算が少ない

のが、行っても望む本がないといっ

た市民の声になっていると思われま

蔵書につきましては、基本目標

１の「施策の方向① 蔵書の充

実」で考え方をお示ししていると

おり、図書館サービスの根幹とな

ウ 
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す。市民一人当たりの図書予算が他

市に比べて低いのも気になります。 

るものと捉えております。 
現在の蔵書構成や利用状況の分

析を行いながら、より効果的な資

料選定を実施するなど、市民の多

様なニーズに対応できる蔵書の構

築に努めてまいります。 
１８ 利用の状況について公民館等図書

室がピーク時より２０％減、図書館

及び分館では２７％減としている

が、公民館等図書室のそれぞれの要

因が分析されていないのに評価だけ

が先行しているのではないか。 

御指摘いただいた部分につきま

しては、貸出利用について、公民

館等図書室全体と、３図書館及び

分館の傾向とを比較し、説明した

ものです。 
公民館等図書室の個別の分析に

つきましては、今後の取組の参考

とさせていただきます。 

ウ 

１９ 予約というのは、ネット予約で手

軽に出来るようになっているので、

もう評価の対象にならないのではな

いか。 

リクエストでいえば、他施設から

借りた資料等について、利用者への

送料の負担を求めているようだが、

図書館法に抵触するのではないの

か。 

予約・リクエストにつきまして

は、利用の状況をお示ししたもの

です。 
また、神奈川県外の図書館など

から資料を借用する場合に発生す

る送料の負担につきましては、図

書館法第１７条における入館料等

には該当しないため、利用される

方に応分の御負担をいただいてい

るものです。 

ウ 

２０ 各種サービスの実施状況につい

て、学校支援図書セットの貸出しを

開始したとあるがその結果はどうな

のであろうか。 

学校支援図書セットにつきまし

ては、サービス開始以降一定数の

利用で推移しておりますが、さら

なる充実及び活用の促進を図って

まいりたいと考えております。 

ウ 

２１ Ｐ１５のデイジーの箇所で、より

わかりやすくするために、次のよう

に語を補っていただきたいと存じま

す。 

「障害のある方に向けたサービス

では、録音図書やＤＡＩＳＹ（デイ

ジー）と呼ばれるデジタル音訳によ

る、主に視覚障害者向け資料の収集

や提供のほか、ボランティアの協力

による対面朗読の実施、」 

本計画において、専門的な用語

については本文中ではなく注記で

説明をしていることから、本文に

ついては原案のままとさせていた

だきますが、御意見の趣旨を踏ま

え、注記を修正いたします。 
 
Ｐ１５「注記」 

ＤＡＩＳＹ …活字による読書が

困難な方のために、活字印刷物を

ア 
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音訳してデジタルの録音資料を作

成する国際規格。ＤＡＩＳＹ資料

は、ＣＤ-ＲＯＭのほか、近年では

パソコンや携帯端末にダウンロー

ドして読まれるようになってきて

いる。再生には専用ソフト・機器

が必要。 
２２ Ｐ１５の注記にあるＤＡＩＳＹ

（デイジー）の説明では、特に「音

声」と「デジタル」の語を補ってい

ただきたいと存じます。次のような

文面への修正を提案いたします。 

「ＤＡＩＳＹ …活字による読書

が困難な方のために、音訳者や合成

音声などの音声によって、活字印刷

物を音訳してデジタルの録音資料を

作成する国際規格。ＤＡＩＳＹ資料

は、ＣＤ-ＲＯＭのほか、近年では

ＰＣや携帯端末にダウンロードして

読まれるようになってきた。ＤＡＩ

ＳＹ資料の作成と再生には、プレク

ストークと呼ばれる録音再生できる

専用ソフト・機器が必要。」 

御意見の趣旨を踏まえ、次のと

おり修正いたします。 
 

Ｐ１５「注記」 
ＤＡＩＳＹ …活字による読書が

困難な方のために、活字印刷物を

音訳してデジタルの録音資料を作

成する国際規格。ＤＡＩＳＹ資料

は、ＣＤ-ＲＯＭのほか、近年では

パソコンや携帯端末にダウンロー

ドして読まれるようになってきて

いる。再生には専用ソフト・機器

が必要。 

ア 

２３  高齢者サービスの実施状況につい

て、このような紋切り型の書き方で

高齢者のニーズにこたえられると考

えているのであろうか。 

高齢者サービスにつきまして

は、基本目標１の「施策の方向④ 

多様な利用者に向けたきめ細かい

サービスの充実」において考え方

をお示ししているとおり、関係機

関とも連携を深めながらニーズの

把握に努め、サービスの充実を図

ってまいりたいと考えておりま

す。 

イ 

２４ Ｐ８の地図の通り、合併後の緑区

の広い範囲にわたり、図書館機能の

空白地域が見られます。相模原市で

以前実施されていたＢＭ（ブックモ

ビル）の検討をしてください。 
特に、日常生活で交通の手段を持

てなくなる高齢者等に、近くの場所

広い市域を有する本市におい

て、図書館ネットワークの充実を

図り、市民に身近な場所でのサー

ビス向上に努めることは、重要な

こととして捉えております。 
基本目標１の「施策の方向③ 

より身近な図書館サービスの提

ウ 
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に施設があるか、近くまで車で図書

館車が回るということは、買い物難

民の増加の例もあるように、福祉や

見守りの視点も含め、今後ますます

重要になってくると思われます。少

ない蔵書の公民館図書室の貸し出し

減少率の方が、３館より低いという

ことは、地域における図書室として

利用が定着している、そこに注目し

ていただきたいです。７０万人の市

民がどこに住んでいても等しく図書

館サービスの質が保たれていくこと

を望みます。 

供」で考え方をお示ししていると

おり、公民館等図書室とのさらな

る連携や、図書館サービスが十分

行き届いていない地域への対応の

検討などにより、サービスの向上

を図ってまいりたいと考えており

ます。 

２５ 現在の配送網の拡充の検討（予約

した本の取り寄せの頻度の向上）  
いただいた御意見につきまして

は、基本目標１の「施策の方向③    

より身近な図書館サービスの提

供」に考え方が含まれているとこ

ろです。 
配送網につきましては、図書館

と公民館等図書室を結び、市内図

書館・図書室のどこからでも資料

の取寄せが行える図書館ネットワ

ークを構築してまいりました。今

後も、公民館等図書室とのさらな

る連携など、図書館サービスの向

上に努めてまいります。 

ウ 

２６ 図書館として何を目標にするとい

う哲学が必要である。 

最も大きい課題は予算ではないの

か。政令指定都市にふさわしい予算

の獲得こそが１番目に来る。次に図

書館網の構築で、全域サービスの中

での将来像の提示、上溝の図書館、

淵野辺図書館の改築など、行政課題

は多くあるのに全然言及しないとい

うのはどうしているのであろうか。 

１９ページの子どもの発達段階に

対応した読書活動の推進とあるが、

子ども読書活動推進計画との連携の

 本市図書館の課題につきまして

は、図書館の利用状況や社会情勢

の変化、本市の特性等を踏まえ、

原案のとおりとしたものです。課

題に対する方向性や具体的な施策

につきましては、「第５章 施策の

方向・主な施策」においてお示し

しております。 
 また、子どもの発達段階に対応

した読書活動の推進につきまして

は、学校等の関係機関と連携しな

がら「第３次子ども読書活動推進

計画」と一体的に取り組んでまい

ウ 
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中で学校教育の中での読書環境の整

備を真剣にやらないと考える子ども

は育たないし、長い時間が必要なの

である。 

ります。 

２７ １８ページの「・地域の情報拠点

としての市民の暮らしの質の向上や

活力ある地域づくりに資するより幅

広い取組」に関する記述の中で、最

後の２行はとても重要な指摘だと思

います。 

「また、気軽に訪れることができ

る図書館の特性を発揮し、多様な人

が集い、学び、成果を生かす交流拠

点としての役割も期待されます。」 

いただいた御意見を踏まえ、取

組の推進に努めてまいります。 

イ 

２８ 計画（案）は、条例と図書館行政

の現状について、特にコンプライア

ンス及び運用の実態に関して、何ら

触れておらず、現状の検討が不十分

だと思われる。条例は市立図書館３

館の並立を定めているが、行政施策

は淵野辺（中央区）の図書館を「市

立図書館」として扱っており、計画

（案）も淵野辺の図書館のみを「市

立図書館」と表記している。 

図書館の名称につきましては、

相模原市立図書館条例の規定を踏

まえ、「市立図書館」、「相模大野図

書館」、「橋本図書館」と表記して

おります。 
ウ 

２９ 南区相武台地区にある「相武台分

館」は、現状では淵野辺の市立図書

館の管轄となっているが、行政区制

を取っているなら南区の相模大野図

書館の管轄でもおかしくないはずだ

と思われる。なぜ、淵野辺の図書館

の管轄なのか、触れるべきではない

か。これは、淵野辺の図書館のみを

「市立図書館」として運用している

現状によるもので、条例との関連性

〈コンプライアンス〉について検証

して当然だと言えるのではないか。 

 

 

 

相武台分館につきましては、昭

和５４年に相模原市立図書館相武

台分館として開館いたしました。

条例上、既に設置されていた市立

図書館の分館とし、市立図書館が

管轄してまいりました。 
  

ウ 
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④ 「第４章 基本的な考え方」に関すること 
３０ 計画の中に、「地域図書館」とい

う言葉が出てきますが、その用語の

説明がどこにもありません。相模大

野図書館と橋本図書館を指している

のか、市立図書館も含んでいるの

か、相武台分館はどうなのか、公民

館図書室はどうなのか、明確にして

ください。 

御意見の趣旨を踏まえ、次のと

おり注記を追記いたします。 
 
Ｐ２１「注記」 

 地域図書館…本計画における

「地域図書館」は、市立図書館、

相模大野図書館及び橋本図書館を

指す。 
 

ア 

３１ 図書館は「特別な形態」の公民館

としての役割・機能を有する社会教

育機関であり、公民館は、コミュニ

ティー・センターではなくラーンニ

ング・センターとして扱われるべき

だと考えられる。図書館は、社会教

育の教育機関であることを明示する

ことが、基本計画として大切であり

必要だと思われるが、きちんと触れ

ていないのは好ましくない。 

ここで 「教育」とは、定められ

たこと（指導内容）を「教え」、そ

の「受け入れ度」を競う教育ではな

く、疑問・批判を大切にして自ら考

え表現し創造する学び（ラーン）に

対応する教育。市民の学習（ラー

ン・リラーン・アンラーン）の要求

に応えて、助言・示唆・資料の提供

など支援・励まし・援助などをする

行為・機能のことです。 

 図書館の担う役割を踏まえ、本

計画を推進し、図書館サービスの

向上に努めてまいります。いただ

いた御意見につきましては、今後

の取組の参考とさせていただきま

す。 
 

ウ 

３２ 地方自治の基盤としての「自治的

文化」を育むことは、図書館として

重要な役割だと考えます。それゆえ

に、市が抱える現在的課題・問題に

関して、諸資料を収集整備して、市

民に提供・提案することも大切な役

割だと思われます。 

例えば、ヘイトスピーチ・クライ

ムや優生思想・差別（津久井やまゆ

 いただいた御意見につきまして

は、基本目標２の「施策の方向① 

課題解決支援の充実」及び「施策

の方向② 行政テーマと連携した

情報提供・発信」において主な施

策をお示ししており、取組の推進

に努めてまいります。 

イ 
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り園事件に関連しても）は、相模原

市が抱える重要なテーマです。計画

（案）では、「課題解決支援の充

実」「行政テーマと連携した情報提

供・発信」が挙げられているが、積

極的・具体的な施策の提示に欠ける

と思われます。 

３３ 現在の市立図書館は、相武台分館

を除き、横浜線沿線に偏った位置に

あり、相模線寄りの市民には利用の

不便性が否定できないし。津久井地

区の市民の不便さもある。しかも、

相武台分館は民間からの寄付による

施設だったはずで、市の政策による

設置ではない。各地域の市民の利用

の便も踏まえた総合的な構想を提示

すべきだと考えます。 

前記に関して、「中央図書館」に

ついての構想がない。淵野辺の図書

館を実質的に中央図書館として行政

運用している現状（市の条例へのコ

ンプライアンス性に問題がある）を

追認しているのか、財政問題への配

慮・忖度なのか？ 重要な課題なの

で、上記指摘を踏まえての言及があ

って然るべきだと考えます。 

 本市の図書館ネットワークにお

いては、３図書館及び相武台分館

に加えて、公民館等図書室が市民

に身近なサービス拠点としての役

割を担ってまいりました。基本目

標１の「施策の方向③ より身近

な図書館サービスの提供」でお示

ししているように、公民館等図書

室とのさらなる連携を図ることな

どにより、市民にとって身近な施

設におけるサービスの向上を図っ

てまいります。 
 また、中央図書館につきまして

は、基本目標４において、あり方

や機能についてお示ししていると

ころでございます。 

ウ 

⑤ 「第５章 施策の方向・主な施策」に関すること 

３４ 
 
 

人文科学・社会科学の良書を充実

させる 

豊富な蔵書（含む電子書籍）は、

基本計画に記されているように、図

書館機能の中核と認識しています。 

その中でも、私は特に人文科学お

よび社会科学関係の良書を充実させ

ることを強く望みます。私自身は理

科系の人間ですが、人と人間社会の

本質に対する深い理解が、ＡＩ時代

のいま必須と考えるからです。 

具体的には以下のことを要望しま

 蔵書の収集は、図書館サービス

の根幹となるものと考えており、

本計画では基本目標１の「施策の

方向① 蔵書の充実」において、

主な施策として「市民の多様な読

書・情報ニーズに対応する蔵書構

築」や「資料選定の効果的な実

施」を盛り込んだところです。 
また、資料選定を行う専門職員

の養成も大切であると考えてお

り、基本目標４の「施策の方向① 

中央図書館機能の確立・充実」及

イ 
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す。 

①思想家の全集・著作集を充実さ

せる 

時代に影響を与えた思想家には、

全集・著作集が出版されています。

それらを読むことにより、当該思想

家の思想の全貌を学ぶだけでなく、

新たな発想を得ることもできます。

また、古い全集・著作集は最新のも

のに変えることも必要です。最新バ

ージョンは読みやすく、新たな研究

に基づく解説も充実していますの

で、思想家の思想を理解しやすく、

かつ現在における位置づけが容易に

なります。 

しかし、当市の図書館はそれらが

充実しているとは言いがたいのが現

状だと、私は認識しています。ま

た、古い全集・著作集はあります

が、最新のそれに変えられていませ

ん。たとえば、セネカ全集（岩波書

店）や井筒俊彦英文書翻訳セレクシ

ョン（慶応大学出版会）はありませ

ん（ただし、井筒俊彦著作集はあり

ます）。西田幾多郎全集（岩波書

店）は最新バージョンが上梓されて

いますが、古い全集のままです。 

人文科学・社会科学の著名な思想

家の全集・著作集を充実させること

により、市民の学ぶ領域が広がり、

より広い観点から人と社会に対する

洞察が深まるものと期待されます。 

②目利きを養成し、市民のリクエ

ストも取り入れて良書を購入する 

上記全集・著作集も含めて、書籍

は大量に出版されています。これら

の書籍の洪水の中から、高レベルで

市民に知的満足感を与える良書を、

限られた予算内で選ぶには、優れた

び「施策の方向③ 効果的・効率

的な図書館運営」において、主な

施策として「中長期的な視点によ

る専門的な人材の確保・育成」や

「図書館職員研修の充実」等を盛

り込んでいます。いただいた御意

見を踏まえ、取組の推進に努めて

まいります。 
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目利きが必要です。また、市民から

のリクエストにもこたえる必要もあ

ります。それらをバランスよく行え

る目利きを、外部人材も視野に入れ

て養成し、目利きが書籍を選んで購

入するようにしてはいかがでしょう

か。 

３５ 個人用の自習室、現在のような多

くの人が収容できる自習室の使用料

を時間単位で徴収してはどうでしょ

うか？ 

個人用の自習室については、月や

年単位の契約、休館日や夜間、早朝

の使用もできるようにしてはどうで

しょうか？ 

いただいた御意見につきまして

は、今後の取組の参考とさせてい

ただきます。 

ウ 

３６ 本屋や飲食施設の併設により、図

書館で見つけた本を購入する、長時

間図書館を利用するなどの要望に応

えられればと思います。 

いただいた御意見につきまして

は、今後の取組の参考とさせてい

ただきます。 
ウ 

３７ 淵野辺駅改札周辺で本の返却が出

来れば、仕事に行く際に返却できる

ので助かります。 

図書館サービスの向上に向けた

今後の取組の参考とさせていただ

きます。 
ウ 

３８ 「学習スペースの確保」は不要で

す。図書館の資料を使っての学習な

らわかりますが、材料を自分で持ち

込んで、ただ場所だけ利用するよう

な学習のためのスペースを用意する

余裕はないはずです。 

 図書館の役割の一つに学習の場

の提供があると考えており、原案

のとおりとしたものです。いただ

いた御意見につきましては、今後

の取組の参考とさせていただきま

す。 

ウ 

３９ 「学習スペースの確保」「飲食の

できるスペース」は図書館に必要な

機能とは言えません。「利用しやす

い環境」や「居心地の良い空間」は

大切ですが、学習や飲食のスペース

は図書館が置かれる周辺の環境の中

にあれば十分です。現在公民館など

との複合施設の設置が検討されてい

ますが、そのなかで適切な場所に飲

食可能なフリースペースを設けるの

が望ましいのではないでしょうか。 

「学習スペースの確保」につき

ましては、図書館の役割の一つに

学習の場の提供があると考えてお

り、「飲食のできるスペースの検

討」につきましては、市民からの

御意見やアンケートを踏まえた上

で必要性を検証し、主な施策とし

たものです。現在は、水分補給の

観点から、蓋つき容器に入った飲

み物について、各図書館において

場所を限定して御利用いただいて

ウ 
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いるところですが、利用状況を踏

まえながら、検討を進めてまいり

たいと考えております。 
４０ 「飲食のできるスペースの検討」

についてですが、基本的に図書館に

飲食スペースが必要かの検討から始

めていただきたいと思います。確か

に、寒い日や雨の日に、玄関脇の椅

子で食事をしている人を見ると、気

の毒ではありますが。最近流行りの

カフェなどを用意する必要があるの

でしょうか？もし、図書館の面積が

今より広くなるなら、あってもいい

とは思いますが、今後、立て直す時

には、面積の３割削減があるとすれ

ば、今より、書庫も狭くなり、益々

使いにくくなってしまいます。まず

は、今の相模原市立図書館に本当に

必要なスペースの種類と面積を提案

していただきたい。 

 「飲食のできるスペースの検

討」につきましては、市民からの

ご意見やアンケートを踏まえた上

で必要性を検証し、主な施策とし

たものです。現在は水分補給の観

点から、蓋つき容器に入った飲み

物について、各図書館において場

所を限定して御利用いただいてい

るところですが、利用状況を踏ま

えながら、検討を進めてまいりた

いと考えております。 

ウ 

４１ 子育て世代へのサービスについ

て、子育てに関する資料の充実に加

えて、そこを利用する親子のため

に、授乳の場やおむつ替えの場など

も必要です。 

子育て世代へのサービスにつき

ましては、大切な視点であると考

えており、取組を推進できるよう

努めてまいります。 
授乳やおむつ替えなどの場所に

つきましては、現状の施設では専

用の場所や設備が無いため、各図

書館の施設状況に応じた対応を行

っているところです。施設整備等

の機会を捉え、機能の充実を検討

してまいります。 

イ 

４２ 子育てに関する資料、情報提供、

絵本等子どもと一緒に楽しめる資料

の充実は必要だと思う。そこに、授

乳の場や、おむつ替えなどの場所や

子どもがちょっと、休めたりする機

能の場所を備えてほしい。交流の場

所の常設はこどもセンターなどがあ

るので、親子の学習の場、子育てや

子育て世代へのサービスにつき

ましては、大切な視点であると考

えており、取組の推進に努めてま

いります。 
授乳やおむつ替えなどの場所に

つきましては、現状の施設では専

用の場所や設備が無いため、各図

書館の施設状況に応じた対応を行

イ 
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本について学習できるような学習会

の企画をお願いしたい。 

っているところです。施設整備等

の機会を捉え、機能の充実を検討

してまいります。 

４３ どんな障害（視覚、聴覚、肢体不

自由、知的・精神障害など）がある

方でも、そこに行けばワンストップ

で対応をしてもらえる窓口（(仮称)

読書バリアフリーセンター）を設置

してください。視覚障害者情報セン

ターとの連携だけでなく、図書館に

よるサービスの充実が急がれます。 

障害のある方の利用機会の充実

につきましては、多様な市民に等

しく学びの機会を提供する図書館

の役割や、「視覚障害者等の読書環

境の整備の推進に関する法律」等

を踏まえた推進が必要と考えてお

ります。いただいた御意見につき

ましては、今後の取組の参考とさ

せていただきます。 

ウ 

４４ 国際交流ラウンジが近くにあるこ

とから、そちらに関係資料を集中

し、場合によっては図書館職員も派

遣して、図書館分館として質の高い

サービスを提供してほしい。 

国際化に対応した資料や利用環

境の整備につきましては、社会情

勢や本市の状況に鑑み、図書館に

おいて今後充実が必要なサービス

であると捉えております。関係機

関・団体とも連携しながら充実に

努めてまいりたいと考えておりま

す。 

ウ 

４５ 外国語資料などはもちろん、図書

館にあればいいが、多様な外国語に

対応するスタッフなどもあまりいな

いと思うので、それならいっそ、国

際交流センターと連携して、そちら

に資料などを集中させて対応しても

らった方がいいのではないか。 

国際化に対応した資料や利用環

境の整備につきましては、社会情

勢や本市の状況に鑑み、図書館に

おいて今後充実が必要なサービス

であると捉えております。関係機

関・団体とも連携しながら、充実

に努めてまいりたいと考えており

ます。 

ウ 

４６ 相模原市も外国につながりのある

住民が増えてきつつあります。 

またこれからも増えていくと思わ

れます。そうした方々が日本語を学

ぶことを支援することも大切です

が、お国の言葉を次の世代につなぐ

ことも重要と思います。特に幼児・

小学生時代に母国語に触れておくこ

とは、その後の成長に重要な意味を

持つものと考えます。ぜひ、図書館

に、相模原市に在住している方々の

いただいた御意見につきまして

は、基本目標１の「施策の方向④ 

多様な利用者に向けたきめ細かい

サービスの充実」に考え方が含ま

れており、大切な視点であると考

えておりますので、取組の推進に

努めてまいります。 
イ 
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お国の絵本や小説などのコーナーを

作ってください。これらの国の言語

を学習している方や支援をしている

方々にも貢献すると思います。 

４７  基本目標２の施策の方向②の主な

施策「・市職員に対する情報提供」

の後ろに（行政資料室、議会図書室

との連携）を加える。 

行政資料室、議会図書室も含む

関係機関との連携は必要と考えて

おり、いただいた御意見につきま

しては、今後の取組の参考とさせ

ていただきます。 

ウ 

４８ 図書館機能の重要な要素である資

料の保存ですが。収容能力の飽和状

態は早急に対策を講じる必要があり

ます。スペースがなく放置されるこ

とは絶対あってはなりません。収集

の役目があることも市民に広く周知

して、特に地域資料については積極

的に集めてほしいと思います。世代

交代が進む中で貴重な資料が失われ

ていくことは、これからの世代の大

きな損失になります。職員の相模原

の歴史や文化への研修もぜひ行っ

て、意識の高い仕事をしてほしいと

思います。 

資料の収集、保存、活用は、図

書館サービスの根幹となるものと

捉えており、取組の推進に努めて

まいります。 

イ 

４９ 相模原出身の作家や文学者・学

者・事業家等の作品や業績を市民が

知り、理解が進むように図書館活動

として閲覧、展示、宣伝など図書館

の基本計画として推進してもらいた

い。 

一例を挙げると、相模原市城山出

身の作家加藤武雄についてですが、

加藤武雄は明治、大正、昭和前期に

作家として活躍し、数百の作品を書

いた大衆小説家であるが相模原市は

こういう作家の価値を評価していな

いようです。城山町が相模原市に合

併する以前に加藤武雄が出版した作

品を住民の一人が城山町に多数寄贈

したといいます。相模原市に城山町

本市出身の作家等の作品など地

域の文化に関する資料の収集・活

用・継承は、図書館の大切な役割

の一つと考えております。いただ

いた御意見を踏まえ、博物館等、

関係機関との連携も含め、取組の

推進に努めてまいります。 
  

イ 
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が合併されて以来、それらの作品は

市立博物館管理となり、市民には其

の存在さえわからないままになって

しまいました。以前なら地域で閲覧

できたのに現在ではそれも不可能で

す。 

作家の作品は読者あってのもの、

市行政がそれを遮断するようなこと

のないようにしてもらいたい。文学

作品関係ならば、まず図書館が関係

すべきことと思う。加藤武雄がなく

なったのは1956年であり、保存を理

由に博物館に蔵入りするのは未だ早

すぎる。加藤武雄の寄贈された作品

の扱いについて市立博物館と話し合

い、図書館で閲覧できるように要望

します。 

５０ 主な施策に以下を追加 

「図書館を利用している団体等と

連携して事業を実施」 

団体等との連携による事業実施

につきましては、図書館サービス

を推進していく上で、大切な視点

と考えており、本計画では、基本

目標４の「施策の方向③ 効果

的・効率的な図書館運営」におい

て主な施策として「市民・関係機

関・団体との連携・協働の推進」

を盛り込んでいます。いただいた

御意見を踏まえ、取組の推進に努

めてまいります。 

イ 

５１ ボランティアを養成し、彼らが主

体的に活動できるように支援し、生

涯学習の機会や交流・発表の場な

ど、各種事業を図書館と一緒になっ

て企画実施できるようにしてほし

い。 

また、図書館を利用している市民

団体等と連携した事業実施も重要で

す。 

ボランティアの養成・支援や団

体等との連携による事業実施につ

きましては、図書館サービスの発

展において、大切な視点と考えて

おり、基本目標２の「施策の方向

④ 本や人との出会い、交流の創

出」において「自己実現や地域活

性化に資するボランティア養成・

支援」を、また、基本目標４の

「施策の方向③ 効果的・効率的

な図書館運営」において「市民・

イ 
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関係機関・団体との連携・協働の

推進」を主な施策として盛り込ん

でおります。いただいた御意見を

踏まえ、取組の推進に努めてまい

ります。 
５２ 子どもの読書の環境整備は、学齢

期以上になると、公共図書館はもち

ろんですが、それ以上に学校図書館

の役割が重要です。学校教育部局と

連携して、学校図書館を充実してほ

しい。まず、学校司書（相模原市で

は図書整理員）を、毎日配置してほ

しい。現在市立図書館にある学校図

書館支援資料をさらに充実し、学校

向けの配送システムをつくり、学校

の必要に応じていつでも支援できる

ようにしてほしい。学校図書館支援

ボランティアや学校の読み聞かせボ

ランティアの養成や活動支援をして

ほしい。 

子どもの読書活動推進において

学校図書館やボランティアの果た

す役割は大きいと捉えており、本

計画では、「子ども資料団体貸出制

度の活用促進に向けた配送方法の

検討など学校等関係機関との連携

強化」、「ボランティア養成等の各

種講座の開催」及び「ボランティ

ア団体の活動情報の集約及び情報

提供」を主な施策に盛り込んだと

ころです。いただいたご御意見に

つきましては、今後の取組の参考

とさせていただきます。 

ウ 

５３ 子どもにとって、身近な施設であ

る公民館等図書室とあるが、一番身

近なのは、学校図書館ではないか？

Ｐ１１に掲載されているように、公

民館等図書室の小学生以上の子ども

たちの利用が減少しているように思

う。だから、もっと学校図書館に力

を入れるべきではないか。 

図書館ネットワークに含まれる

施設の中では、公民館等図書室は

子どもたちにとって身近な施設で

あると捉えており、利用促進を図

ってまいりたいと考えておりま

す。また、御意見のとおり、学校

図書館の役割も大きいと考えてお

り、基本目標３の「施策の方向① 

子どもが本にふれあう機会の充

実」において、主な施策として

「子ども資料団体貸出制度の活用

促進に向けた配送方法の検討など

学校等関係機関との連携強化」を

盛り込んでおります。 

イ 

５４ 子ども資料団体貸出制度は、教員

になかなか浸透していないように思

う。とてもいい制度だとは思うが、

同じ教科書に基づいて授業を行って

いるので、借りたい時期が重複して

子ども資料団体貸出制度につき

ましては、学校等との連携を図り

ながら、更なる活用に向けた検討

を進めてまいります。 
ウ 
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しまうことはないのか？学校によっ

て、資料のバラツキはないのか？基

本の資料は、どの学校にも揃え、そ

れ以上の内容を団体貸出制度の資料

にするという提案をしたい。 

５５ 「ブックスタート事業 絵本de 

はっぴい」について、全く触れてい

ないので追加してほしい。 

現在、ブックスタート事業と従来

からある「絵本 de はっぴい」の

事業を合体してしまったため、それ

ぞれの意義が、残念なことに相殺さ

れていると感じる。また、折角のセ

カンドブック事業も、単に絵本を渡

すだけの事業になっているのは、と

ても残念に思う。各地域の読み聞か

せやおはなし会と、タッグを組んで

おはなしを楽しんだ後に、手渡すこ

とは出来ないか？せっかくの事業な

ので、再検討をお願いしたい。 

ブックスタート事業やセカンド

ブック事業につきましては、庁内

横断的な取組として進める「第３

次子ども読書活動推進計画」にお

いて、家庭における読書活動への

支援の具体的な取組として盛り込

んでおります。 
いただいた御意見につきまして

は、今後の取組の参考とさせてい

ただきます。 

ウ 

５６ 中学生・高校生向け読書会を開催

する。 

中高生の読書時間が極端に少ない

現状は、対処すべき喫緊の課題と認

識しています。言うまでもなく、読

書力は論理的思考力の基礎であり、

ＡＩ時代において活躍できる人材が

備えるべき基礎力の一つと認識して

います。当市の図書館においても、

中学校・高等学校と協力して、それ

に強力に取り組むことを要望しま

す。 

本計画においては、「中学生・高

校生を対象とした事業の拡充」が記

されており、ブックトークやビブリ

オバトル等に取り組む計画であるこ

とが読み取れます。 

私は、それに加えて、中学生・高

校生を対象とした読書会を開催する

中学生・高校生の読書活動の推

進は重要なこととして捉えてお

り、ブックトークやビブリオバト

ルを含む様々な事業に取り組む必

要があると考えています。いただ

いた御意見を踏まえ、取組の推進

に努めてまいります。 

イ 
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ことを要望します。それは計画に記

されているビブリオバトルをより発

展させたものと認識しており、以下

の構成からなります。 

①ナビゲーターの関与 

ナビゲーターが会を指導すること

により、より読書のおもしろさを中

学生・高校生に伝えられると思いま

す。ナビゲーターは図書館員、学校

教諭または市民が務めます。その役

割は、会の指導、図書の選択、読書

のおもしろさや読書法の教授、感想

のまとめ方や伝え方（発表の方法）

の教授です。 

②図書館の蔵書の提供 

読書会で用いる書籍は図書館の蔵

書とし、参加者に授与します。参加

者はそれを読んで読後感を述べま

す。なお、本は参加者に自由に使っ

てもらいます。 

③学校との協力 

 学校と協力して実践します。学校

のニーズ（生徒のニーズ）に合わせ

ることも重要です。それは当該学校

と協力しながら実践することによ

り、より明確になると考えます。 

５７ 実際、本に興味があって図書館に

来る保護者は、少ないのが現実であ

る。もちろん、家庭での読み聞かせ

のための保護者向け読書情報の提供

等の支援は必要だし、図書館のボラ

ンティアを育成することも とても

大切だが、もっともっと学校の読み

聞かせボランティアを育成援助して

ほしい。公立の小中学校に通ってい

る子どもの数は多く、学校の読み聞

かせは、本の好きな子もそうでない

子も、全員が対象なので、図書館で

できることより、学校でできること

家庭における読書活動の支援

や、読み聞かせボランティアの育

成につきましては、図書館として

も大切な視点と考えており、取組

の推進に努めてまいります。 
学校等も含めたボランティアの

育成や支援につきましては、本計

画と一体的に推進する「第３次子

ども読書活動推進計画」におい

て、関係機関等が協力しながら取

組を進めることとしております。 

イ 
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のほうが大きいのではないか？より

多くの子どもたちに、読書の楽しさ

や、その必要性を伝えられるのは、

学校や幼稚園、保育園ではないか？

という視点も取り入れていただくこ

とは出来ないか？図書館で出来るこ

とも勿論、沢山あり、大切だが、面

積や場所の面での限界もある。予算

の面、人の面、施策の面等々、図書

館だけで何かをするというより、た

くさんの連携という発想の転換も検

討して、計画を考えてほしい。 

５８ 主な施策として「市立図書館の再

整備」のことを、是非加えてほし

い。 

築４５年を経過し老朽化が進む

市立図書館の再整備につきまして

は、本市の公共施設マネジメントに

関する方針を踏まえながら、「淵野

辺駅南口周辺まちづくり事業」の取

組の中で検討を進めているところ

です。基本目標４の「施策の方向① 

中央図書館機能の確立・充実」にご

ざいますように、現施設において実

現可能な中央図書館機能の充実に

取り組むとともに、施設面に関わる

機能について検討を進め、再整備に

合わせ、中央図書館への移行を目指

してまいります。 

イ 

５９ 主な施策として「市立図書館の中

央図書館としての再整備」をぜひ加

えてほしい。今淵野辺駅南口周辺の

再整備計画が進められていますが、

周辺の公共施設と連携し複合化し

て、それぞれのメリットを生かした

整備を進めてほしい。また複合化の

中心となる市立図書館は相模原市の

中央図書館として、他の政令指定都

市のそれと同じように、質・量とも

に充実してほしい。 

市立図書館の中央図書館として

の再整備につきましては、基本目

標４の「施策の方向① 中央図書

館機能の確立・充実」にございま

すように、現施設において実現可

能な中央図書館機能の充実に取り

組むとともに、施設面に関わる機

能について検討を進め、再整備に

合わせ、中央図書館への移行を目

指してまいります。 

イ 
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６０ 専門的な人材の確保・育成を図る

とは、司書の継続した一定程度の配

置と研修の充実を図ること。 

基本目標４の施策に記載されてい

る専門的な人材も司書と明記。 

質の高い図書館サービスを目指

し、司書をはじめ図書館運営に必

要な専門知識を有する職員の配置

や人材育成に努めてまいりたいと

考えております。 

イ 

６１ 来館のポイント、本などの延滞に

対するマイナスポイント、自習室利

用のポイントなど利用状況に応じた

ポイントを導入して、本当に借りた

い人がすぐに借りられるような仕組

み作りがあればいいかと思います。 

マイナスについてはお金を支払う

ことも検討頂ければと思います。 

いただいた御意見につきまして

は、今後の取組の参考とさせてい

ただきます。 

ウ 

６２ 各図書館で提供される他市・他エ

リアで開催されるチラシ・ＰＯＰ類

の格差、実に大きい。各館々長クラ

スの方による他館視察がなされてい

れば、互いに持ち合わせているチラ

シの融通し合いがあってしかるべき

と感じています。（風通し良くな

い） 

いただいた御意見につきまして

は、今後の取組の参考とさせてい

ただきます。 

ウ 

６３ 規準（ルール）のブラッシュアッ

プを 

昨年、相模原市を含む４自治体

（町田市、八王子市、厚木市）の図

書館へ、１冊ずつ、ある新刊本（自

費出版本：私は著者ではない）を同

一日に、館の窓口へ持参し、寄贈手

続きを致しました。各図書館の棚に

並ぶ（リスト入り）までに時間差が

大きいのに吃驚しました。最短は１

２日、最長は４０日超（相模原

市）。 

寄贈図書につきましては、蔵書

としての受け入れの判断、装備、

登録等を経て提供しており、なる

べく早く提供できるよう努めてい

るところです。いただいた御意見

につきましては、今後の取組の参

考とさせていただきます。 
ウ 
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６４ 市内･近隣大学図書館と連携する 

計画には、市内・近隣大学図書館

との連携について言及されていませ

ん。 

市内や近隣に多くの専門図書を備

えた大学があります。市民の学ぶ意

欲を満足させるためには、入門書、

解説書も含めて専門的な書籍も備え

るべきと認識しています。しかし、

それは市立図書館の範疇を超える場

合もあります。そのような場合、豊

富な蔵書を誇る大学図書館と連携す

ることにより、市民の知的意欲を満

足させることができると考えます。 

具体的には、市民が大学図書館に

登録することにより、蔵書等資料の

閲覧と貸し出しができるようにしま

す。モデルケースは、法政大学（多

摩キャンパス）図書館との連携で

す。もちろん、大学図書館はその大

学の学生のためのものですから、限

度があることは承知しています。と

はいえ、このような連携ができれ

ば、市民の知識はより広がりかつ深

くなると期待されます。 

図書館では、市内及び近隣大学

図書館９校と協定を結び、利用を

希望される大学図書館への紹介状

の発行、図書の閲覧、複写依頼等

のサービスを提供しています。ま

た、女子美術大学相模原図書館、

東京工科大学メディアセンター、

多摩美術大学図書館、桜美林大学

図書館及び法政大学多摩図書館で

は、本市市民に地域開放していま

す。大学図書館との連携は、市民

の学習ニーズに応える上で大切な

ものと考えており、基本目標２の

「施策の方向① 課題解決支援の

充実」の中に主な施策として「市

内・近隣大学との連携」を追記い

たします。 

ア 

⑥ 「第６章 計画の推進に向けて」に関すること 

６５ 満足度は、利用者ひとり一人、観

点が異なります。したがって、図書

館の何に対して満足なのか、具体的

に項目を示して尋ねる必要がありま

す。例えば蔵書の内容だとか、子ど

もへのサービスのこととか、あるい

は職員の対応のこととか。 

利用者の満足度につきまして

は、いただいた御意見のとおり具

体的な項目についての把握も重要

と考えております。アンケートの

実施に当たりましては設問につい

て工夫してまいりたいと考えてお

ります。 

イ 

６６ 「計画の進捗状況について、年度

ごとに成果指標等を検証し、次年度

の取組や事業に生かしていく」につ

いては、成果指標を時期を逸せずに

まとめ、どう生かされているかを、

市民にもわかるようにしてほしい。 

「第６章 計画の推進に向け

て」の「２ 進行管理」にござい

ますとおり、年度ごとに取組状況

の評価を行い、評価結果を市民に

提供するとともに、事業等の推進

に活用してまいります。 

イ 
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 ６７ 「計画の進捗状況について、年度

ごとに成果指標などを検証し、次年

度の取組や事業に生かしていく」に

ついては、もっと、この内容をオー

プンにして、市民にもわかるように

してほしい。 

「第６章 計画の推進に向け

て」の「２ 進行管理」にござい

ますとおり、年度ごとに取組状況

の評価を行い、評価結果を市民に

提供するとともに、事業等の推進

に活用してまいります。 

イ 


